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ストーリーテリング
絵本をつかわないで、そっとお話に耳をかたむける会です。
と　き：２月20日（日）　11時～11時30分
ところ：朝日町教育文化施設　２階　視聴覚室
対　象：静かにお話が聞ける方ならどなたでも。
おはなし：ストーリーテリングの会「フォンターナ」

定　員：15名（先着順・電話申込可）
申込・問合せ先：あさひライブラリー　TEL 377－6111
※申込制・入場無料（新型コロナウイルス感染症の拡大状況に
　より、事業が中止、もしくは変更となる場合がございますの
　で、ご了承ください）

《四日市市消防本部からのお知らせ》
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ベビーベッドを
設置しました！
　役場窓口にベビーベッド
を設置しました。赤ちゃん
連れで来庁されました際は
手続き時に限らず、お気軽
にご利用ください。

三重県最低賃金が改定されました。
　三重県最低賃金は、令和３年10月１日から時間額902円になり
ました。
　この最低賃金は年齢・雇用形態（パート・アルバイトなど）を
問わず三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
　また、特定の産業に該当する事業場で働く労働者に適用される
特定（産業別）最低賃金が、令和３年12月21日から次のとおり改
定されました。

　最低賃金の引上げに対応して、中小企業支援として業務
改善助成金制度の要件緩和や拡充、働き方改革推進支援セ
ンター無料相談窓口（0120－111－417）を設けますので、
是非ご活用下さい。

朝日町に『交番』が新設されます！！

問い合わせ先　四日市北警察署　地域課　TEL 366－0110㈹

【配置図】

【立面図】白梅の丘
交差点

三重県ガラス・同製品製造業最低賃金
三重県電線・ケーブル製造業最低賃金
三重県電気機械器具製造最低賃金
三重県輸送用機械器具製造業最低賃金

時間額　923円
時間額　942円
時間額　927円
時間額　962円

問い合わせ先　三重県労働局賃金室（TEL 059－226－2108）

春の火災予防運動　３月１日～７日
おうち時間　家族で点検　火の始末

●火災の発生状況
　令和３年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は74
件です。このうち建物火災が37件で、主な出火原因は、放火
（疑いを含む）、たき火、こんろ、たばこ、ストーブになります。
●住宅防火　いのちを守る　10のポイント
≪４つの習慣≫
❶寝たばこは絶対にしない、させない。
❷ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
❸こんろを使うときは火のそばを離れない。
❹コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
≪６つの対策≫
❶火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付
　いた機器を使用する。
❷火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、
　10年を目安に交換する。
❸火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及び

　カーテンは、防炎品を使用する。
❹火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を
　確認しておく。
❺お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確
　保し、備えておく。
❻防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防
　火対策を行う。
●書道パフォーマンスを実施しました
　四日市市消防本部・四日市市防火協会は、市民の火災予防意識
の高揚を図ることを目的として、三重県立川越高等学校のご協力
のもと、書道パフォーマンスを実施しました。
　書道パフォーマンスの様子は、２月26日（土）以降に四日市
市消防本部公式ホームページ内のYouTubeチャンネルにて公開
いたしますので、ぜひご覧ください。
四日市市消防本部公式ホームページ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/
index.php
問い合わせ　四日市市消防本部予防保安課
　　　　　　（TEL 356－2010、FAX 356－2041）

　三重県警察は、令和４年６月末完成に
向けて、朝日町柿地内（ふれあいパーク
の一部）に『交番』設置を進めています。
　今後、交番が町の安全・安心なまちづ
くりの拠点となることが期待されます。

が交番設置
箇所です。


